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２０００年４月末 ２０１８年４月末

第１号被保険者数 ２，１６５万人 ⇒ ３，４９２万人 １．６倍

２０００年４月末 ２０１８年４月末

認定者数 ２１８万人 ⇒ ６４４万人 ３．０倍

①６５歳以上被保険者の増加

②要介護（要支援）認定者の増加

③サービス利用者の増加

２０００年４月 ２０１８年４月

在宅サービス利用者数 ９７万人 ⇒ ３６６万人 ３．８倍

施設サービス利用者数 ５２万人 ⇒ ９３万人 １．８倍

地域密着型サービス利用者数 － ８４万人

計 １４９万人 ⇒ ４７４万人※ ３．２倍
（出典：介護保険事業状況報告）

○介護保険制度は、制度創設以来１８年を経過し、６５歳以上被保険者数が約１．６倍に増加する
なかで、サービス利用者数は約３．２倍に増加。高齢者の介護に無くてはならないものとして定
着・発展している。

※ 居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型サービス、複合型サービスを足し合わせたもの、並びに、介護保険施設、
地域密着型介護老人福祉施設、特定入所者生活介護（地域密着型含む）、及び認知症対応型共同生活介護の合計。

これまでの１８年間の対象者、利用者の増加
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２０００年度
２００１年度
２００２年度
２００３年度
２００４年度
２００５年度
２００６年度
２００７年度
２００８年度
２００９年度
２０１０年度
２０１１年度
２０１２年度
２０１３年度
２０１４年度
２０１５年度
２０１６年度
２０１７年度
２０１８年度
２０１９年度
２０２０年度

2,911円
（全国平均）

3,293円
（全国平均）

4,090円
（全国平均）

事業運営期間 給付（総費用額）事業計画 保険料

3.6兆円
4.6兆円
5.2兆円

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。
保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。

○ 高齢化の進展により、介護保険料は上昇することが見込まれており、地域包括ケアシステムの構築を図る一方、介護保
険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。

4,160円
（全国平均）

第
三
期

第
三
期

第
二
期

第
一
期

第
四
期

第
四
期

第
五
期

第
五
期

5.7兆円
6.2兆円

6.4兆円
6.4兆円
6.7兆円
6.9兆円
7.4兆円
7.8兆円
8.2兆円
8.8兆円
9.2兆円
9.6兆円

4,972円
（全国平均）

第

一

期 第

二

期

介護報酬
の改定率

H15年度改定
▲2.3％

H17年度改定
▲1.9％

H18年度改定
▲0.5％

H21年度改定
＋3.0％

H24年度改定
＋1.2％

消費税率引上げに伴う
H26年度改定 ＋0.63％

介護給付と保険料の推移

第
六
期

第
六
期

9.8兆円
10.0兆円
10.8兆円

H27年度改定
▲2.27％5,514円

（全国平均）

※2016年度までは実績であり、2017～2018年度は当初予算である。

第
七
期

第
七
期

11.1兆円 5,869円
（全国平均）

H29年度改定
＋1.14％

H30年度改定
＋0.54％
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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,677万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,935万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。

2015年 2020年 2025年 2055年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,387万人（26.6%） 3,619万人（28.9%） 3,677万人（30.0%） 3,704万人（38.0%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,632万人（12.8%） 1,872万人（14.9%） 2,180万人（17.8%） 2,446万人（25.1%）

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 ※都道府県名欄の（ ）内の数字は倍率の順位

（1,000世帯） 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計

埼玉県(1) 千葉県(2) 神奈川県(3) 愛知県(4) 大阪府(5) ～ 東京都(17) ～ 鹿児島県(45) 秋田県(46) 山形県(47) 全国

2015年
＜＞は割合

77.3万人
＜10.6%＞

70.7万人
＜11.4%＞

99.3万人
＜10.9%＞

80.8万人
＜10.8%＞

105.0万人
＜11.9%＞

146.9万人
＜10.9%＞

26.5万人
＜16.1%＞

18.9万人
＜18.4%＞

19.0万人
＜16.9%＞

1632.2万人
＜12.8%＞

2025年
＜＞は割合
（ ）は倍率

120.9万人
＜16.8％＞
（1.56倍）

107.2万人
＜17.5%＞
（1.52倍）

146.7万人
＜16.2%＞
（1.48倍）

116.9万人
＜15.7%＞
（1.45倍）

150.7万人
＜17.7%＞
（1.44倍）

194.6万人
＜14.1%＞
（1.33倍）

29.5万人
＜19.5%＞
（1.11倍）

20.9万人
＜23.6%＞
（1.11倍）

21.0万人
＜20.6%＞
（1.10倍）

2180.0万人
＜17.8%＞
（1.34倍）

（％）

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく

今後の介護保険をとりまく状況
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国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国） (平成29(2017)年4月推計)」より作成

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)」より作成

2012年 2025年

（括弧内は65歳以上人口対比）

462万人
(15%)

約700万人
(約20%)

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計
に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費

6,253 7,025 7,512 7,959 8,418 8,963 

6,277 
6,740 6,763 6,693 6,666 6,870 

23.5%
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世帯主65歳以上の単独世帯と夫婦のみの世帯の世帯数全体に占める割合

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成30（2018））年1月推計）」より作成



678 
870 

1,037 
1,138 

1,252 
1,460 

1,458 
1,258 

1,216 

1,307 

1,453 
1,418 

1,235 

224 

294 

383 

494 

620 

720 831 

1,002 
1,024 

970 

964 1,029 
1,152 

901 

1,164 

1,419 

1,632 

1,872 

2,180 
2,288 2,260 2,239 2,277 

2,417 2,446 2,387 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,517 3,426 3,220 2,838 2,608 2,448 2,337 2,229 2,069 1,902 1,747 1,607 1,509 

4,371 4,357 4,344 4,250 4,175 4,112 3,941 3,680 3,324 3,077 2,896 2,761 2,596 

2,204 2,576 2,948 3,395 3,612 3,657 
3,685 3,741 3,868 

3,856 3,768 3,626 3,464 

6,575
6,933

7,293
7,6457,7877,7697,6267,421

7,192
6,933

6,6646,387
6,060

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に
増加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。

〇2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、
一方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続く。

75～84歳

85歳～

20～39歳

65歳～（第１号被保険者）

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成29年４月推計）出生中位（死亡中位）推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口）

（万人） （万人）

40～64歳（第2号被保険者）

○保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創設の
2000年以降、増加してきたが、2021年をピークに減少す
る。
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむ
ね30分以内に必要なサービスが提
供される日常生活圏域（具体的に
は中学校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
病院：

急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住ま
い・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるた
めにも、地域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口
は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づ
き、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

地域包括ケアシステムの構築について
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サ付き

23
万人

賃貸住宅 1,852万戸 持家 3,217万戸

公的賃貸住宅

公的主体が供給
民間事業者等

を助成

公営住宅

196万戸

機構
公社

92万戸

単身 48万戸
夫婦 22万戸

単身 17万戸
夫婦 9.5万戸

高優賃等※

4.2万戸

民賃
単身 122万戸
夫婦 43万戸

持家（高齢者単身362万世帯＋高齢者夫婦510万世帯）

872万世帯

特養

53
万床

老健

37
万床

介護
療養
5.9
万床

有料

49
万人

軽費

8.9
万人

養護

6.2
万人

GH

18
万人

住宅

施設

賃貸 所有

※ 高優賃等： 高齢者向け優良賃貸住宅の管理開始戸数及び
高齢者専用賃貸住宅の登録戸数

出典）
総務省「平成25年住宅・土地統計調査」
特優賃（平成28年度）・高優賃等（平成28年度）

（国土交通省調べ）
特養・老健・介護療養・軽費・養護・GH

（H28介護サービス施設・事業所調査）
有料老人ホーム（H29.6時点、厚生労働省調べ）
サ付き（H30.3時点、サービス付き住宅情報提供システム）

高齢者の居住状況

特優賃

9.4万戸262万世帯

201万人

65歳以上の
高齢者単身・夫婦世帯の生活空間
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98

98

539

45

20

19
455

539

637

2,815 

2,815 

出典 第１号被保険者数、要支援・要介護認定者数、施設等利用者数、認知症GH利用者数は介護保険事業状況報告（平成29年6月末現在、暫定版）

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の利用者数は、厚労省調べの定員数（平成29年6月末現在 ）、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの
登録戸数（平成29年6月末現在 ）、平成29年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」（平成30年3月 株式会社野村総合
研究所）から推計

◯ 高齢者の９割以上は在宅

→ 第１号被保険者 3,452 万人のうち 3,354 万人（97%）が在宅（居住系サービスを含む）

◯ 要介護の高齢者も約８割が在宅

→ 要介護認定者 637 万人のうち 539 万人 （85%）が在宅介護（居住系サービスを含む）

認定の有無

高齢者の住まいの現状

第１号被保険者数
3,452万人

要支援・要介護認定者数
637万人

要支援・要介護認定者

要支援・要介護認定者以外の者

（82%）

（19%）
（3%）

（3%）

（7%）

（71%）

施設等

有料老人ホーム

在宅

施設等
（3%）

在宅・居住系サービス 3,354（97%） 在宅・居住系サービス

（15%）

（85%）

認知症GH

サービス付き高齢者向け住宅

※施設等は介護３施設の利用者数の合計居住の場
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要
介
護
度

高

低

○ 日常生活において介護を必要とする程度別に一人暮らし高齢者の希望する介護場所をみる
と、介助の必要性が高くなると、「現在の自宅」での介助を希望する人が減少し、介護施
設やケア付き住宅でも介護を希望する人が増加する。

「一人暮らしの高齢者」の介護場所の希望
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自宅が55%

医療施設28%

○ 「治る見込みがない病気になった場合、どこで最期を迎えたいか」という調査に対して、自
宅という回答が55％を占めている

最期を迎えたい場所（希望）
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介護保険制度の住宅改修

 住宅改修の内容や価格を、保険者が適切に把握・確認できるようにするとともに、利用者の適切な選
択に資するための取組を進める。

○住宅改修を行おうとするときは、申請書に必要な
書類（理由書や見積書類）を添えて、工事前に保
険者に提出するとともに、工事完成後、保険者の
確認を受ける。

○利用者は、住宅改修費の１割（２割）を負担

○支給限度基準額（上限20万円）の９割分（８割
分） が利用者に支払われる（償還払い）。

工事前・工事後に
支給申請

事業者の選択・
見積もり依頼

見積もり提出
契約・工事の施工

利用者

＊住宅改修…手すりの取付け、段差の解消など

住宅改修事業者

保険者

 事前申請時に利用者が保険者に提出する見積書類の様式（改修内容、材料費、施工費等の内訳が
明確に把握できるもの）を、国が示す

 複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう、利用者に対する説明を促進

 理学療法士、作業療法士や建築の専門職等、住宅改修に関する知見を備えた者が関与して、利用者の
状態像に的確に対応した、適切な住宅改修を推進する。

 保険者機能強化推進交付金（市町村分）の指標として、住宅改修の利用に際して、建築専門職、
リハビリテーション専門職等が適切に関与する仕組みを設けていることを評価

これからの住宅改修

（参考）住宅改修の仕組み
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包括支援センターでの打ち合わせ 施工前訪問 写真提供：日本建築士会連合会

訪問①

訪問②

訪問③

訪問④

地域包括、建築士、OT・PT等が、
高齢者の状態像、間取り等を調査

地域包括、建築士、工務店等が、
改修内容を提案

地域包括、建築士、工務店等が、
見積結果を説明し、予算・計画を調整

地域包括、建築士、OT・PT、工務店等が、
工事後の確認

多職種が連携して行う高齢者の自立支援に資する住宅改修への補助（徳島市）

〇 福祉、保健・医療、建築関係などの多職種の専門家が連携して実施する住宅改修に補助を行
うことにより、それぞれの高齢者が持つ能力に応じた質の高い住宅改修の実施、工事内容及
び価格の適正化を図っている

■事業の内容

○住宅改修支援事業

内容：建築、保健・医療、福祉関係の専門家など多職種が連

携して住宅改造等に関する様々な相談に対応

対象者：身体が虚弱な65歳以上の方がいる世帯

対象者負担額：派遣1回ごとに150円

○高齢者住宅改造費助成費用

内容：高齢者の自立支援のために多職種が連携して行う住宅

改造の工事費に対して助成を実施

対象者：身体が虚弱な65歳以上の方がいる所得税非課税世帯

助成額：工事費の２分の１（対象工事費の限度額 90万円）

■事業の流れ

申し込み

工事

設計

見積もり

14



（１）在宅サービス（訪問・通所）を受けやすい工夫

＊ プライバシーの確保／セキュリティの確保／近隣住民への配慮の視点

○介助者がサポートしやすい工夫
（排泄・入浴、住宅・敷地内の移動）

○バリアフリー対応
○視覚・聴覚機能の変化への対応
○ヒートショック現象への対応

在宅サービスに対応した住宅

（２）要介護高齢者の身体状況に
配慮する工夫

（３）家族間のプライバシーを
確保する工夫

○家族がいる場合
①生活空間の配置の工夫
②要介護高齢者の見守りとプライバシー
の確保の双方に配慮した工夫

要介護時の対応をあらかじめ想定し、住宅のプランニングに組み込んでおき、高齢者の
健康状態・ステージに応じて、改修等を通じて対応する

①訪問サービスが入りやすい工夫 ②通所サービスに行きやすい工夫

高齢者の健康状態の変化に対応し、訪問医療・介護サービスを利用しながら、住み慣れた地域で住み続けられる住宅

在宅サービスに対応した住宅 とは

15



サービスを受けやすい住宅の整備・改修

・在宅介護・在宅ケアが受けやすい住宅プラン ・生活支援サービス

＜住宅プラン上の留意点等＞

リビングと個室の関係、夜間の鍵の扱い、
ヒートショック対応、バリアフリー設計など

＜併設する施設＞

保育所などの子育て支援施設、高齢者生活支援施設、
多世代交流施設、高齢者・子どもの見守りサービスなど

介護が不要の間は壁
必要になったら扉を設置

サービス提供者が利用する
給湯・洗面機能を設置する
＊新築時には配管のみ用意

コンセントの差し込み口数や抜
き差ししやすい位置に配慮する

ベランダからの
出入りも可能に
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１ 事業要件

以下のすべての要件に適合する事業。

① 事業を実施する地方公共団体において、計画・方針に基づき、

以下の取組を積極的に実施していること。

・子育て支援の場合：保育の受け皿の整備等の子育て支援 等

② 地方公共団体において、住宅の建設・購入・改良に対して、一

定の補助金等の財政支援を行うものであること。

③ 住宅金融支援機構に設置された有識者委員会において、事業内

容が適切であると認められたものであること。

２ 支援内容

① 対象となる住宅取得

・ 若年子育て世帯・親世帯等による同居・近居のための新築・

既存住宅の取得 等

※ 各施策の要件は、地方公共団体が、地域の実情を踏まえて設定。

② 住宅ローン（フラット３５）の金利引下げ

・ 当初５年間、▲０．２５％引下げ

「子育て支援」等の施策について、地方公共団体と
住宅金融支援機構が連携して支援。

フラット３５子育て支援型及び地域活性化型の概要

＜地方公共団体と住宅金融支援機構の連携イメージ＞

協定
補助金等の

財政的な支援措置

住宅ローン（フラット35）

の金利引下げ

地方公共団体 住宅金融支援機構

子育て支援型 （子育て支援）
～「希望出生率１．８」に向けた近居・同居等の実現～

【シニア世帯】 【子育て世帯】

近居・同居

子育て世帯との近居・同居に対する支援（フラット３５子育て支援型）

〇 「子育て支援」等の施策を実施している地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公
共団体による財政的支援とあわせて、フラット３５の金利を引き下げることにより、子育て
支援・地域活性化の推進を図る。
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Ⅰ 介護保険を取り巻く状況について

Ⅱ 高齢者の住まいの状況について

Ⅲ 自宅に住み続けるための取組について

Ⅳ サービス付き高齢者向け住宅について

Ⅴ 住宅確保要配慮者のための取組について

Ⅵ 生活困窮者・ホームレス支援について

Ⅶ 高齢者住まいと地域づくり等との連携について

Ⅷ 福祉部局と住宅部局との連携について
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サービス付き高齢者向け住宅制度創設の背景

○ 特に大都市圏における高齢者の急増

・高度経済成長期に大量に住宅が供給された地域での高齢化が顕著

○ 単身高齢者の増加

・家族機能を持たない人が増加
（見守り＋生活相談）
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○サービス

・安否確認・生活相談（必須）付き

＋ 多様なサービス形態

○住宅

・ 自分が決定できる空間であること

・ 市場の中で供給され、
情報を比較し選択ができる

・ 費用負担（住居費、管理費、食費、介護サービス費

用、その他の生活支援サービス費用等）の明確化

・ 賃貸借契約による消費者保護
（長期入院を理由に退去を求められることはない等）

地域や住まいでの

生活継続の限界を高める

サービス付き高齢者向け住宅の特徴

・生活支援サービス
（食事、家事、介護、健康管理等）

・介護
（外部サービスの利用

or 特定施設入居者生活介護）
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１．登録基準

《ハード》 ・床面積は原則25㎡以上 ・構造・設備が一定の基準を満たすこと

・バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置）

《サービス》 ・サービスを提供すること （少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供）
［サービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 等］

《契約内容》 ・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、
居住の安定が図られた契約であること

・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと

・前払金に関して入居者保護が図られていること
（初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け）

高齢者の居住の安定確保に関する法律（改正法 施行H23.10.20）

登録戸数231,116戸
（平成30年5月31日現在）

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

３．行政による指導監督

・ 報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査

・ 業務に関する是正指示

・ 指示違反、登録基準不適合
の場合の登録取消し

サービス付き高齢者向け住宅

住み慣れた環境で
必要なサービスを受けながら

暮らし続ける

サービス付き高齢者向け住宅の概要

２．登録事業者の義務

・ 契約締結前に、サービス内容や費用について
書面を交付して説明すること

・ 登録事項の情報開示

・ 誤解を招くような広告の禁止

・ 契約に従ってサービスを提供すること
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■サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムHP

○料金やサービス内容など住宅に関する情報が、ＨＰや事業者から開示されること
により、居住者のニーズにあった住まいの選択が可能

住宅一覧から クリックすると

運営情報欄を新設

サービス付き高齢者向け住宅の運営情報公表システムについて
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○ 子どもたちをサービス付き高齢者向け住宅に呼び込む取り組みとして、１階の玄関の近くに
駄菓子屋を設置

○ 子どもやその親の居場所をつくることにより、地域住民に開かれたホームとなるとともに、
高齢者と子どもとの交流が自然に起こり、入居者にとっても生きがいづくりにつながる

地域に根ざしたホームを目指す取り組み（サービス付き高齢者向け住宅「銀木犀」）

■放課後の子どもの居場所

放課後には学校帰りの子どもがホームに寄っ
て駄菓子を買ったり、友達と宿題をしたり遊ん
だりして時間を過ごしている。

ホーム内には子どもたちの声が響き渡り、高
齢者向け施設ではなくまちの中で生活している
雰囲気を作り出している。

■大人も呼び込む取り組み

子どもの遊び場を見に来た親もホーム内に呼
び込む仕掛けとして、食堂を地域に開放し、大
人の居場所も用意している。

これにより、ホームの透明性が高まるととも
に、地域からの信頼の醸成にもつながってい
る。

■入居者の社会的役割づくり

駄菓子屋の店員は入居している高齢者等
が担っている

ホーム内に子どもがいることにより、子
どもとの交流が自然に起こり、入居者が子
どもに教えるなどの役割を担う機会も

■まちに開かれたホーム

地域の住民が駄菓子屋に入りやすいよ
う、まちに開かれた出入り口となってい
る。
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Ⅰ 介護保険を取り巻く状況について

Ⅱ 高齢者の住まいの状況について

Ⅲ 自宅に住み続けるための取組について

Ⅳ サービス付き高齢者向け住宅について

Ⅴ 住宅確保要配慮者のための取組について

Ⅵ 生活困窮者・ホームレス支援について

Ⅶ 高齢者住まいと地域づくり等との連携について

Ⅷ 福祉部局と住宅部局との連携について

24



低所得高齢者等に対する住まい・生活支援
～低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業～

１．事業概要
自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産高齢者等を対象に、社会福祉法人やＮＰＯ法人等が、地域連携・

協働のネットワークを構築し、

➀既存の空家等を活用した住まいの確保を支援するとともに、 ➁日常的な相談等（生活支援）や見守りにより、

高齢者等が住み慣れた地域において継続的に安心して暮らせるよう体制を整備する事業に対して助成を行う。

２．実施主体 市区町村（社会福祉法人、ＮＰＯ法人等への委託可能）

家主

地域住民

病院

不動産仲介業者
空き家・空き部

屋の活用 地
域
連
携
・
協
働
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

団地

戸建て

地域ごとに互助
（互いの見守り）

相談援助や見守り

社会福祉法人
・NPO法人等

①住まいの確保支援

事業実施主体
（社会福祉法人
・NPO法人等）

地域包括支援センター

福祉事務所
住宅情報の提供・相談・入居支援

地域支援
の拠点

②生活支援

（事業のイメージ）

低所得・低資産、家族がいない、社会
的なつながりによる支援が乏しい、心
身の状況の低下により、居住の継続が
困難等

平成２６年度
より実施

⇒ モデル事業で行われている効果的な取組について、全国的な展開を図っていく。

※平成28年度現在、15自治体が実施

（地域支援事業の活用）
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互助を育む｜⑤住まいの確保支援・生活支援

自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産高齢者等を対象に、社会福祉法人やＮＰＯ法人等が、地域連携・
協働のネットワークを構築し、➀既存の空家等を活用した住まいの確保を支援するとともに、 ➁日常的な相談等
（生活支援）や見守りにより、高齢者等が住み慣れた地域において継続的に安心して暮らせるよう体制を整備。

京都市高齢者すまい・生活支援事業

■京都市老人福祉施設協議会に加盟する10法人が７行政区で
事業を実施。

■各エリアごとに、本人×社会福祉法人×不動産業者
（家主）の三者面談を行い、互いの信頼の下で空き部屋を
マッチング。

■住み替え後は、社会福祉法人による見守りサービスを実
施。

平成29年度から拡充している地域支援事業の「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」で実施可能

福岡市「住まいサポートふくおか」

■制度に協力する不動産会社（協力店）及び各種支援団体で
構成されるプラットフォームを構築。

■主体となる福岡市社会福祉協議会がコーディネーターと
なって、相談者の必要なサービスを提案。

■プラットフォームが本人の生活をバックアップするため、
家主は安心して高齢者に部屋を賃貸することができる。

京都市居住支援協議会

不動産４団体 福祉３団体

京都市
住宅部局・福祉部局

京都市住宅供給公社

連携

「見守り」の安心

空き家・部屋の利活用
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ヒトの課題 モノの課題

民間の既存住宅を活用して住宅セーフティネットに

■単身高齢者世帯の増加

■障害者・子育て世帯等への対応

■住宅確保要配慮者に対する大家の
入居拒否感

■公営住宅の不足
・管理戸数微減 ・応募倍率大

■民間賃貸・戸建て等の空家の増大

■地方公共団体への登録
・耐震性、面積（共同居住型含む）等の確保 ・情報提供

■居住支援協議会による居住支援
・福祉関係者、宅建業者、地方公共団体等の連携

■生活保護等との連携、家賃債務保証業の情報提供 など

新たな住宅セーフティネット制度の背景と概要 ～高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定の確保～
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法案の概要

背景・必要性

○ 住宅確保要配慮者
※

の状況
 高齢単身者が今後10年で100万人増加 （うち民間賃貸入居者22万人）

 若年層の収入はピーク時から１割減 （30歳代給与：<H9> 474万円 ⇒<H27> 416万円 〔▲12％〕）

 若年夫婦が理想の子ども数を持たない理由「家が狭いから」（16％）
 一人親世帯の収入は夫婦子世帯の43％ （H26：一人親世帯296万 ⇔ 夫婦子世帯688万円）

 家賃滞納、孤独死、子どもの事故・騒音等への不安から入居拒否

○ 住宅ストックの状況
 総人口が減少する中で公営住宅の大幅増は見込めない
 民間の空き家・空き室は増加傾向 空き家等を活用し、住宅セーフティネット機能を強化

○ 国の基本方針〔既存〕に加え、地域の住宅事情に応じ、地方公共団体が登録住宅等に関する供給促進計画を策定

○ 空き家等を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として賃貸
人が都道府県等に登録

 構造・設備、床面積等の登録基準への適合(耐震性能、一定の居住面積 等）

○ 都道府県等は登録住宅の情報開示を行うとともに要配慮者の入居に
関し賃貸人を指導監督

○ 登録住宅の改修・入居への支援
 登録住宅の改修費を住宅金融支援機構（ＪＨＦ）の融資対象に追加

登録制度の創設

専ら住宅確保要配慮者のために用いられる登録住宅について
①改修費を国・地方公共団体が補助、②地域の実情に応じて、要配慮者の家賃
債務保証料や家賃低廉化に国・地方公共団体が補助

○ 居住支援法人による入居相談・援助
 居住支援協議会の活動の中核となる居住支援法人（NPO等）

を都道府県が指定
 同法人による登録住宅の情報提供、入居相談その他の援助
○ 家賃債務保証の円滑化
 適正に家賃債務保証を行う業者について、情報提供を行うとともに、

ＪＨＦの保険引受けの対象に追加
 居住支援法人による家賃債務保証の実施
○ 生活保護受給者の住宅扶助費等について代理納付※を推進

住宅確保要配慮者の入居円滑化に関する措置

Ｈ29予算

居住支援協議会等による円滑な入
居等を図るための活動に国が補助

Ｈ29予算

情報
提供

登録

登録住宅
賃
貸
人

都道府県等

登録制度

手すりの設置

二重床の設置

改修等への支援
居住支援協議会

等による
入居円滑化

要
配
慮
者

居住支援協議会による支援の強化

居住支援協議会

不動産
関係団体

（宅建業者、賃貸住宅
管理業者、家主等）

地方自治体

（住宅部局、
福祉部局）

居住に係る
支援を行う団体

（ 、

社会福祉法人等）

居住支援法人

・住宅情報の提供
・相談の実施
・見守りサービスの紹介 等

単身の高齢者

４％

６５％

（H26 民間調査）

生活保護受給者

高齢者のみ
の世帯

６０％

５５％

一人親世帯

二次的
住宅
5.0％

（41万戸）

その他
の住宅
38.8％
（318万

戸）

売却用
の住宅
3.8％

（31万戸）

空き家等
約８２０
万戸

うち耐震性
等があり

駅から１㎞
以内の住宅

48万戸

うち耐震性
等があり

駅から１㎞
以内の住宅

137万戸

賃貸用
の住宅
52.4％
（429万

戸）

※ 本来、生活保護受給者が賃貸人に支払うべき家賃等を、保護の実施機関が賃貸
人に直接支払うこと

※ 地域の実情に応じて、供給促進計画で基準の強化緩和
※ 共同居住型住宅の面積等の基準も策定

※ 高齢者、子育て世帯、低額所得者、障害者、被災者など
住宅の確保に特に配慮を要する者

（KPI）
登録住宅の登録戸数
0戸 ⇒ 17.5万戸

（年間5万戸相当）
（2020年度末）

（KPI）
居住支援協議会に参画する市区町村（①）
及び自ら設立する市区町村（②）の合計が
全体（1,741 市区町村）に占める割合
39% （① 669＋②17＝686市区町村）（2016年）

⇒80％ （①＋②≧1,393市区町村）（2020年度末）

大家の入居拒否感 空き家・空き室の現状

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律
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新たな住宅セーフティネット制度の施行状況について（H31/2/15時点）

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

【新たな住宅セーフティネット制度の施行状況】

施行状況 備考

住宅確保要配慮者
円滑入居賃貸住宅
の登録

７，６７６戸
（４１都道府県）

北海道３２戸、青森県４戸、岩手県２戸、宮城県５１戸、秋田県２２戸、山形県３５戸、
福島県１０戸、茨城県１５戸、群馬県７４戸、埼玉県２８戸、千葉県３８戸、東京都２８８戸、
神奈川県１７６戸、山梨県３５５戸、岐阜県１８０戸、静岡県３８戸、愛知県５７１戸、
三重県６戸、新潟県２戸、富山県１戸、石川県４５戸、福井県１８戸、京都府１５戸、
大阪府５，３７６戸、兵庫県５９戸、奈良県１７戸、鳥取県１２戸、岡山県８１戸、山口県７戸、
徳島県８戸、香川県２戸、愛媛県３戸、高知県２戸、福岡県６戸、佐賀県５戸、長崎県３０戸、
熊本県４戸、大分県２戸、宮崎県２戸、鹿児島県５０戸、沖縄県４戸

居住支援法人
の指定

１９１者
（３７都道府県）

北海道９者、岩手県２者、宮城県４者、福島県４者、茨城県２者、群馬県２者、埼玉県３者、
千葉県６者、東京都１５者、神奈川県７者、新潟県１者、石川県２者、福井県４者、
山梨県２者、長野県１者、岐阜県２者、静岡県２者、愛知県１５者、京都府２者、
大阪府４７者、兵庫県５者、奈良県３者、和歌山県３者、岡山県４者、広島県２者、
山口県３者、香川県２者、愛媛県２者、高知県２者、福岡県１５者、佐賀県３者、長崎県１者、
熊本県９者、大分県２者、宮崎県１者、鹿児島県１者、沖縄県１者

居住支援協議会
の設立

７７協議会

４７都道府県
３０市区町（北海道本別町、鶴岡市、船橋市、千代田区、文京区、江東区、世田谷区、
杉並区、豊島区、板橋区、江戸川区、八王子市、調布市、日野市、多摩市、横浜市、
川崎市、名古屋市、岐阜市、京都市、豊中市、神戸市、宝塚市、姫路市、広島市、
北九州市、福岡市、大牟田市、うきは市、熊本市）

家賃債務保証業者
の登録

５９者

供給促進計画
の策定

２０都道府県 ３市町
北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、山梨県、岐阜県、静岡県、
大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、長崎県、宮崎県、沖縄県、
盛岡市、横浜市、栃木県茂木町

※受付・審査中の2,487戸
を合わせると10,163戸

うち入居中 ６，０７２戸
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○ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体、
不動産関係団体、居住支援団体等が連携して、居住支援協議会※を設立

○ 住宅確保要配慮者・民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施

概要

※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第51条第1項に基づく協議会

（１）設立状況 72協議会が設立（Ｈ30年7月2日時点）

○ 都道府県（全都道府県）
○ 区市町（25区市町）

北海道本別町、山形県鶴岡市、千代田区、文京区、江東区、豊島区、
杉並区、板橋区、世田谷区、江戸川区、八王子市、調布市、日野市、

多摩市、川崎市、船橋市、岐阜市、名古屋市、京都市、神戸市、宝塚
市、北九州市、福岡市、大牟田市、熊本市

（２）居住支援協議会による主な活動内容
・メンバー間の意見・情報交換
・要配慮者向けの民間賃貸住宅等の情報発信、紹介・斡旋
・住宅相談サービスの実施

（住宅相談会の開催、住宅相談員の配置等）
・家賃債務保証制度、安否確認サービス等の紹介
・賃貸人や要配慮者を対象とした講演会等の開催

（３）支援
居住支援協議会が行う住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅等

への入居の円滑化に関する取り組みを支援
〔H30年度予算〕

重層的住宅セーフティネット構築支援事業（6.5億円）の内数

居住支援協議会

生活福祉・
就労支援協議会

地域住宅
協議会

(自立支援)
協議会

連
携

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

連携

居住支援協議会の概要
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居住支援法人とは
・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの

・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

● 居住支援法人に指定される法人
・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
（公益社団法人・財団法人を含む）

・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

● 居住支援法人の行う業務
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る

情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①～③に附帯する業務

都道府県知事

居住支援法人

支援

指定申請

【制度スキーム】

国

● 居住支援法人への支援措置
・居住支援法人が行う業務（上記①～④）に係る活動に対し支援（定額補助、補助限度額1,000万円）。
［Ｈ30年度予算］重層的住宅セーフティネット構築支援事業（6.5億円）の内数

※応募要件など詳細については「応募要領」をご覧ください。

※ 居住支援法人は必ずしも①～④のすべての業務を行わな
ければならないものではない。

居住支援法人制度の概要
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1

1

1

3

12

17

48

55

0 10 20 30 40 50 60

企業組合

公益財団法人

一般財団法人

有限会社

一般社団法人

社会福祉法人

ＮＰＯ法人

株式会社

指定数

○ 32都道府県 138法人が指定（H30.9.3時点）

○ 法人属性別では、株式会社およびNPO法人の指定が多い状況（全体の約75％）

○ 都道府県別では、大阪府が35法人と最多指定。1法人のみの指定は10府県

■ 法人属性別

0 10 20

沖縄

鹿児島

宮崎

大分

熊本

長崎

佐賀

福岡

高知

山口

広島

岡山

和歌山

奈良

兵庫

0 20 40

大阪
京都
愛知
静岡
岐阜
山梨
福井
石川

神奈川
東京
千葉
埼玉
群馬
茨城
宮城
岩手

北海道

都道府県内全域

都道府県内地域限定

7

2
2

1

1
3

4
11

5

2
4

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2

13
2

3

2
3

2

3

4

35

9

2

■ 都道府県別

居住支援法人制度の指定状況
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・障害者等の入居支援に向け、医療・福祉・法律・不
動産等の専門家が連携するネットワークにより、住
宅の提供や個別状況に応じた入居後のサポート

・入居費・生活費の支援、最低限の家財確保等、賃貸
住宅へ入居するホームレスの自立支援

－保証人紹介

－生活支援付き家賃債務保証

－入居転居に係る情報提供、相談その他の援助

－生活安定のための各種相談・支援

－持ち物件（サブリース）の紹介 等

・高齢者などの転居に関する総合的な支援を実施

－転居に関する総合相談支援

－支援プラニング

－物件情報提供

－内覧、契約同行

－定期的な見守り相談 等

ＮＰＯ法人 おかやま入居支援センター（岡山）

ＮＰＯ法人 抱樸（北九州） ○社会福祉法人やすらぎ会（奈良）

居住支援法人の活動事例
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低所得者
（生活保護受給者含む）

高齢者 障害者
子育て世帯

（ひとり親・多子世帯）
DV被害者

児童養護施設
退所者

関係者の連携

ハード面の供給

連帯保証人・緊急連
絡先の確保

入居支援等
（相談、住宅情報、契約
サポート、コーディネート

等）

生活支援
の提供

住宅確保要配慮者等に対する居住支援施策（見取り図）（案）

生活困窮者自立支援制度（居住支援）★

対象者

支援施策

公的賃貸住宅（公営住宅・地域優良賃貸住宅等）★

母子生活支援施設★

社会的養護自立支援事業（仮称）★
(ひとり親及びDV被害者は、母子生活支援施設や婦人保護施設等の施設退所者に限る）

民間賃貸住宅（新たな住宅セーフティネット制度）：①登録住宅（ （入居拒否しない住宅） ★、②専用住宅（改修費補助・低所得者の家賃低廉化）★【新設】（※１）

居住支援協議会★、居住支援法人（新たな住宅セーフティネット制度）【新設】●（※１）

日常生活自立支援事業

住宅確保要配慮者等に対する効果的な居住支援の実現に向けては、①居住支援協議会が関係者の連携ネットワークを構築しつつ、②ハード面の
供給、③連帯保証人・緊急連絡先の確保、④入居支援等、⑤生活支援の提供、の５本柱で進めていくことが必要。

居住支援法人（新たな住宅セーフティネット制度）：①居住支援法人による家賃債務保証●、②住宅金融支援機構による家賃債務保証保険【新設】（※１）

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅★

家賃債務保証会社（民間）：①一定の要件を満たす家賃債務保証会社を登録☆、②住宅金融支援機構による家賃債務保証保険【新設】（※１）

居住の安定確保支援事業
（生活保護受給者）★

（※１）新たな住宅セーフティネット制度については、関連法案を平成29年2月3日に閣議決定
（※２）課題である障害者の高齢化・重度化に対応するため、重度障害者に対応したグループホームを創設予定（H30年度～）
（※３）高齢者向けの施策として、上記のほか「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」により、①住まいの確保支援、②入居支援及び生活支援を実施（H26～）

婦人保護施設●

婦人相談所一時保護施設●

母子・父子自立支援員★

ひとり親家庭等
日常生活支援事業★

ひとり親家庭等
生活向上事業★

婦人保護事業★

社会的養
護自立支
援事業

（仮称）★

児童養護
施設退所
者等に対

する自立支
援資金貸
付事業●

居住支援協議会（基礎自治体レベルの活動の充実）★

保護施設★

一部の無料低額宿泊所等

：国交省

：厚労省

：共 管

☆：国
★：都道府県、市町村
●：都道府県
▲：市町村

【施策】 【実際の措置等】

福祉ホーム★

地域移行支援▲

地域生活支援事業
（居住サポート事業等）★

障害福祉サービス等
（居宅介護・地域定着支援等）

▲

地域支援事業▲
（高齢者の安心な住まいの

確保に資する事業）

（介護予防・日常生活支援
総合事業）

特別養護老人ホーム★
認知症高齢者グループホーム▲

養護老人ホーム★
軽費老人ホーム★
有料老人ホーム★

介護保険サービス▲

障害者グループホーム
（共同生活援助を行う場）▲

(※２)

無料低額宿泊所等

保護施設★
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Ⅰ 介護保険を取り巻く状況について

Ⅱ 高齢者の住まいの状況について

Ⅲ 自宅に住み続けるための取組について

Ⅳ サービス付き高齢者向け住宅について

Ⅴ 住宅確保要配慮者のための取組について

Ⅵ 生活困窮者・ホームレス支援について

Ⅶ 高齢者住まいと地域づくり等との連携について

Ⅷ 福祉部局と住宅部局との連携について
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１．ホームレス対策の最近の動向
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○ 国として初めて全国調査を実施した平成１５年以降、ホームレスの数は把握している限り、
毎年減少しているが、依然として約５千人のホームレスが確認されている。

（人） ※ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）結果（厚生労働省
社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室）より

25,296 

16,018 

9,576 
8,265 7,508 6,541 6,235 5,534 4,977 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成15年調査 平成20年調査 平成24年調査 平成25年調査 平成26年調査 平成27年調査 平成28年調査 平成29年調査 平成30年調査

ホームレスの現状（ホームレス数の推移）
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○ 平成３０年調査における都道府県別のホームレス数は以下のとおり。

男 女 不明 計

北　　海　　道 24 3 11 38 44 ▲ 6 35 50 59

青　　森　　県 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岩　　手　　県 1 1 0 2 1 1 2 3 2

宮　　城　　県 74 6 19 99 99 0 104 117 122

秋　　田　　県 0 0 0 0 0 0 0 2 2

山　　形　　県 0 0 0 0 0 0 2 1 1

福　　島　　県 12 0 0 12 18 ▲ 6 20 19 14

茨　　城　　県 19 5 0 24 27 ▲ 3 36 25 37

栃　　木　　県 19 0 1 20 22 ▲ 2 30 33 35

群　　馬　　県 21 2 0 23 25 ▲ 2 38 33 44

埼　　玉　　県 184 4 12 200 196 4 218 265 301

千　　葉　　県 201 10 18 229 211 18 245 245 285

東　　京　　都 1,211 31 0 1,242 1,397 ▲ 155 1,473 1,498 1,768

神　奈　川　県 880 31 23 934 1,061 ▲ 127 1,117 1,204 1,324

新　　潟　　県 9 1 0 10 7 3 9 10 11

富　　山　　県 3 0 0 3 2 1 7 8 11

石　　川　　県 4 0 0 4 4 0 7 2 6

福　　井　　県 3 0 0 3 2 1 3 3 2

山　　梨　　県 3 0 0 3 3 0 5 7 13

長　　野　　県 6 0 0 6 2 4 4 2 5

岐　　阜　　県 7 1 0 8 8 0 10 16 22

静　　岡　　県 54 7 23 84 92 ▲ 8 108 114 133

愛　　知　　県 187 11 47 245 271 ▲ 26 315 367 380

三　　重　　県 19 1 5 25 22 3 21 18 28

都道府県名
30-29

増▲減

平成30年調査
（参考）

28年

調査

27年

調査

26年

調査

29年

調査

滋　　賀　　県 3 0 0 3 1 2 2 2 4

京　　都　　府 47 10 1 58 89 ▲ 31 109 96 121

大　　阪　　府 1,092 17 1 1,110 1,303 ▲ 193 1,611 1,657 1,864

兵　　庫　　県 100 6 9 115 126 ▲ 11 151 175 214

奈　　良　　県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和　歌　山　県 19 0 1 20 14 6 12 14 14

鳥　　取　　県 4 0 0 4 6 ▲ 2 5 2 3

島　　根　　県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡　　山　　県 13 1 1 15 10 5 15 8 16

広　　島　　県 39 5 0 44 53 ▲ 9 52 41 65

山　　口　　県 2 0 0 2 5 ▲ 3 3 4 4

徳　　島　　県 2 0 0 2 3 ▲ 1 3 7 4

香　　川　　県 3 0 0 3 3 0 5 8 8

愛　　媛　　県 11 0 0 11 9 2 15 18 23

高　　知　　県 1 0 0 1 3 ▲ 2 6 5 3

福　　岡　　県 230 14 8 252 270 ▲ 18 300 294 369

佐　　賀　　県 10 0 0 10 6 4 9 9 9

長　　崎　　県 0 0 0 0 2 ▲ 2 4 4 5

熊　　本　　県 18 2 0 20 23 ▲ 3 24 29 36

大　　分　　県 7 0 0 7 12 ▲ 5 10 9 14

宮　　崎　　県 1 1 0 2 3 ▲ 1 3 3 4

鹿　児　島　県 12 0 9 21 15 6 20 20 41

沖　　縄　　県 52 7 4 63 64 ▲ 1 67 94 81

合 計 4,607 177 193 4,977 5,534 ▲ 557 6,235 6,541 7,508

（参考１） 都道府県別ホームレス数
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○ 平成２８年１０月に「ホームレスの生活の実態に関する全国調査」を実施。
※東京都23区・政令指定都市(熊本市を除く)及び平成28年1月調査（概数調査）で30人以上ホームレス数の報告があった市において、
1,435人へ個別面接

○ ホームレスの高齢化や、路上生活期間の長期化などが課題。

○ 年齢階層
・ ～39歳 3.4%(▲0.3)

・ 40～49歳 8.9%(▲2.9)

・ 50～54歳 9.0%(▲1.9)

・ 55～59歳 13.0%(▲5.3) 平均年齢61.5歳(＋2.2歳)

・ 60～64歳 22.9%(▲2.8)

・ 65～69歳 23.1%(＋6.5)

・ 70歳～ 19.7%(＋6.8)

年齢の状況

○ 今回の路上生活の期間
・「10年以上」 34.6%(＋8.6)
・｢5年以上10年未満」 20.5%(＋0.3)
・「3年以上 5年未満」 10.5%(▲5.3)
・「1年以上 3年未満」 12.2%(▲5.5)
・「1年未満」 22.2%(＋2.0)

路上での生活

（出典）平成28年10月実施「ホームレスの実態に関する全国調査」（生活実態調査）の結果を集計（精査中）。

ホームレスの生活実態（H28.10調査の概要）
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ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責
務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講
ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする。

○ ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等
○ 基本方針及び実施計画

平成14年８月 10年間の時限立法として成立 （衆議院厚生労働委員長提案）
平成24年６月 有効期限を５年間延長する一部改正法が成立 （衆議院厚生労働委員長提案）

＜背景＞
ホームレスの数は減少傾向であるものの、依然として約６千人のホームレスが確認されていることや、

ホームレスの高齢化や路上（野宿）生活期間の長期化等の状況を踏まえ、今後も引き続きホームレスの自
立の支援等に関する施策を計画的かつ着実に推進する必要がある。

有効期限

平成29年８月６日まで

10年間延長
有効期限

平成39年８月６日まで
※ 公布日施行

改正後改正前

法の目的等

これまでの経緯

今回の改正

○ ホームレスの自立への努力、国の責務等
○ 実態調査 等

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の概要
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ホームレス自立支援法と生活困窮者自立支援法について

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
【議員立法】

生活困窮者自立支援法
【内閣提出法】

目 的

ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止
するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責
務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、か
つ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ず
ることにより、ホームレスに関する問題の解決に資すること
を目的とする。

生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確
保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関
する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図るこ
とを目的とする。

公布・施行日
平成１４年８月７日公布・施行

※ 平成２９年６月２１日に、１５年間であった期間を１０年間延長する
一部改正法が公布・施行。

平成２５年１２月６日公布
平成２７年４月１日施行

法律の主な内容

○ ホームレス全国調査の実施
○ 国のホームレス基本方針の策定、自治体の実施
計画の策定
○ 法律の趣旨を踏まえた予算事業として、主に以下の
事業を実施
・ ホームレス総合相談推進事業
・ ホームレス緊急一時宿泊事業（シェルター事業）
・ ホームレス自立支援事業（自立支援センター）

○ 必須事業
・ 自立相談支援事業
・ 住宅確保給付金
○ 任意事業
・ 就労準備支援事業 ・ 一時生活支援事業
・ 家計相談支援事業 ・ 学習支援事業
・ その他事業
○ 中間的就労の認定

国庫負担

予算措置
※ 従前は１／２であったが、リーマンショックを受けて編成された平成
２１年度第１次補正予算以降は緊急的な措置として全額国庫負担に
より対応。

法律に補助率が規定
○ 自立相談支援事業、住居確保給付金：３／４
○ 就労準備支援事業、一時生活支援事業：２／３
○ 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活

困窮者の自立の促進に必要な事業：１／２

その他 平成３９年８月６日に期間が満了
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２．生活困窮者自立支援法に基づく支援
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◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成（社
会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の
家計の改善の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、
教育及び就労に関する支援等

◆自立相談支援事業
（全国903福祉事務所設置自治体で
1,318機関（H30年12月時点））

〈対個人〉

・生活と就労に関する支援員を配置
し、ワンストップ型の相談窓口により、
情報とサービスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向け
た支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源
の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準
備が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供
・シェルター等利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問に
よる見守りや生活支援

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 法に規定する支援（◆）を中心に記載し
ているが、これ以外に様々な支援（◇）
があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費１／２,２／３

国費１／２

国費３／４

生活困窮者自立支援制度の概要

◆福祉事務所未設置町村による
相談の実施
・希望する町村において、一次的な

相談等を実施 国費３／４

◆都道府県による市町村支援事業 ・ 市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越えたネットワークづくり等を実施
国費１／

２

再就職のために
居住の確保が

必要な者

国費２／３

※事業名及び下段の支援については、H31.4.1～

※下段の支援については、H31.4.1～

43



ネットカフェ
サウナ等

路上、
河川敷

等

友人宅
等

一時生活支援事業
〈当面の日常生活支援〉

就労準備支援事業

家計改善支援事業

就労訓練事業

自立相談支援事業
〈プランの作成・相談支援〉

一
般
就
労
に
よ
る
自
立
等

生活保護
等

＊自立支援センターによってはあわせて実施

安
定
し
た
居
住
の
確
保

巡回相談・
訪問指導 自立相談支援機関

生活困窮者・ホームレス
自立支援センター

生活困窮者一時宿泊施設
（シェルター）

○ 一時生活支援事業は、各自治体においてホームレス対策事業として実施してきた、生活困窮者・ホームレス自立支援センター及び生活困窮者一時宿泊施設（シェルター）の運用
を踏まえ、これを制度化したものである。

○ 福祉事務所設置自治体は、住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、原則３ヶ月間（最大で６ヶ月間）に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施。
※ 自立相談支援機関の相談員が必要に応じて支援を実施（自立支援センターの相談員は自立相談支援機関から配置）。

○ 改正法において、シェルター等を退所した者や、居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立した状態にある低所得者に対して、一定期間（１年間（予定））、訪問による見守り
や生活支援等日常生活を営むのに必要な支援を追加することにより「居住支援」を強化し、「一時生活支援事業」に「地域居住支援事業」を追加し強化（平成31年４月施行）。

事業の概要

○ 自立相談支援事業と緊密に連携し、又は一体的に運用することにより、利用中に、課題の評価・分析（アセスメント）を実施し、就労支援、更には就労につなげるな
ど、効果的な支援の実施が可能となる。

○ 住居を持たない生活困窮者に衣食住というサービスを提供することにより、状況によっては、本事業を利用している間に就職し、アパート等を借りるための資金の
貯蓄等が実現し自立が可能となる。

○ 居宅における見守りや地域とのつながりを支援することにより、社会的孤立を防止するとともに、居宅における自立した日常生活の継続が可能となる。

期待される効果

一時生活支援事業（任意事業）

生活困窮者自立支援法による支援

地域居住支援事業（平成３１年４月施行）

①居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援
・地域とのつながり促進支援 等

②入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援 等

③環境整備
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家

賃の物件情報の収集
・民間の家賃債務保証や協力を得やすい不動産

事業者等の情報収集

住居に不安を抱えた
生活困窮者

福 祉 事 務 所【２９年度実績（一時生活支援事業）】
・２５６自治体（２８％）
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◆ホームレス自立支援センター

生活困窮者・ホームレス自立支援センター②

※平成30年度一時生活支援事業費国庫補助協議より

自治体名 箇所数 定 員 備 考

１ 東京都 5 561

・自立支援センター 新宿寮（110人）
・自立支援センター 台東寮（110人）
・自立支援センター 目黒寮（110人）
・自立支援センター 豊島寮（111人）
・自立支援センター 足立寮（120人）

２ 仙台市 1 50 ・仙台市路上生活者等自立支援ホーム 清流ホーム(50人)

３ 横浜市 1 250 ・横浜市生活自立支援施設 はまかぜ(250人)

４ 川崎市 3 145
・川崎市自立支援センター 日進町(80人)
・自立支援センター 南幸町(15人)
・生活づくり支援ホーム 下野毛(50人)

５ 名古屋市 2 163
・自立支援事業 なかむら(86人)
・自立支援事業 あつた(77人)

６ 京都市 1 12 ・京都市自立支援センター(12人)

７ 大阪市 1 120 ・自立支援センター 舞洲(120人)

８ 北九州市 1 50 ・ホームレス自立支援センター北九州市(50人)

９ 福岡市 3 66
・福岡市就労自立支援センター(50人)
・アセスメントセンター(8人)
・福祉センター(8人)

合 計 18 1,417
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生活困窮者等の自立を促進するための
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平成30年法律第44号）の概要

生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への
進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１．生活困窮者の自立支援の強化（生活困窮者自立支援法）
(1) 生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化

① 自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進
・ 就労準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務を創設
・ 両事業を効果的・効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率を引上げ(1/2→2/3)

② 都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設
③ 都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設

(2) 子どもの学習支援事業の強化
① 学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化

(3) 居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）
① シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設 等

２．生活保護制度における自立支援の強化、適正化（生活保護法、社会福祉法）
(1) 生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援

① 進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付
(2) 生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化

① 「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を推進
② 医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化

(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援
① 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化
② 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施

(4) 資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例 等

３．ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進（児童扶養手当法）
(1) 児童扶養手当の支払回数の見直し（年3回（4月,8月,12月）から年6回（1月,3月,5月,7月,9月,11月）） 等

改正の概要

平成30年10月１日（ただし、１．(2)(3)は平成31年４月１日、２．(1)は公布日、２．(2)①は平成33年１月１日、２．(3)は平成32年４月１日、３．は平成31年９月１日※ 等）

施行期日

※平成31年11月支払いより適用
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居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）①

○ 現行の一時生活支援事業（シェルター等における生活困窮者に対する一定期間の衣食住の提供）【補助率2/3】を拡充し、以下の対象

者に対し、一定期間、訪問による見守りや生活支援等日常生活を営むのに必要な支援を追加することにより、居住支援を強化。【平成
31年４月１日施行】
① シェルター等を利用していた人
② 居住に困難を抱える人であって地域社会から孤立している人

（※）昨年改正された住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律）とも連携

（※）今回の強化分（訪問による見守りや生活支援等）の実施に当たっては、当該自治体が従来の一時生活支援事業のメニュー（シェルター等における生活困窮者
に対する一定期間の衣食住の提供）を実施していることが前提。

改正法の概要

【自治体】
（委託可）

地域のリビング

見守り ・ 生活支援 等

生活困窮者同士の互助
地域住民との互助

シェアハウス型

一棟借上げ型
事業イメージ

家主

※ 住宅セーフティネット法と連携

○以下の生活困窮者

・シェルター等を利用していた人

・地域で単身等で居住し、地域社会から
孤立した状態にある人

支援を必要とする人同士や地域住民とのつながりをつくり、相互に支え合うこと（互助）にも寄与することにより、地域で継
続的・安定的な居住を確保

 一時生活支援事業の拡充については、平成30年度予算における居住支援の推進とあいまって、改正住宅セーフティネット法とも連携しながら、
着実に推進。

 一時生活支援事業については、ホームレスの方のみならず、いわゆるネットカフェに寝泊まりしている方、家賃滞納等により退去せざるを得ない
方、家庭の事情により自宅にいられなくなった方など、都市部に限らず事業の対象になりうる方が地方部においても存在することから、この事業
の目的、必要性について周知するとともに、事業の広域実施等も推進しながら、その実施を促進。

 「福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会」を随時開催し、国土交通省とも情報共有を図りつつ、連携を推進する。

今後の方向性
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環境整備

個別支援

○ 現行の一時生活支援事業（シェルター等における生活困窮者に対する一定期間の衣食住の提供）【補助率2/3】を拡充し、
シェルター等を退所した者、居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立した状態にある低所得者等に対して一定期間
（１年間（予定）） 、訪問による見守りや生活支援等日常生活を営むのに必要な支援を追加することにより居住支援を強化。

居住支援の強化について（一時生活支援事業の拡充）②

○ 生活困窮者・ホーム
レス自立支援センター、
生活困窮者一時宿泊施
設（シェルター）等に
おける一定期間の衣食
住の提供 等

一時的居住のフェーズ
《一定の住居を持たない生活困窮者》

恒久的居住のフェーズ

（
支
援
終
了
後
を
見
据
え
た
）

支
援
体
制
の
構
築
支
援

○ シェルター等を退所した者や、居住に困難を抱え
る者であって、地域社会から孤立した状態にある低
所得者等を対象に、訪問等による居宅における見守
り支援や地域とのつながり促進支援（※）などの、
自立した生活に向けた“アフターフォロー”を実施。

※ 「地域とのつながり促進支援」とは、共同利用のリ
ビングを設けるなどにより、日常生活上の相談に応じ
たり、緊急事態が生じた場合に対応できるよう、地域
住民や近隣に居住する低所得者同士の家族的な助け合
いの環境づくりの支援をいう。

○ 自治体において様々な居住支援サービスの情報を収集した上で、取り組みが低調なサービスはその担い手を開拓、確保する。
・保証人や緊急連絡先が不要な物件や低廉な家賃の物件情報を収集。
・民間の家賃債務保証や協力を得やすい不動産事業者等の情報収集。
・緊急連絡先の代わりになりうる、見守り・安否確認サービス等の情報について、市町村の福祉担当や社会福祉協議会などから収集。
・家賃債務保証や緊急連絡先の引き受けについて、社会福祉法人等に打診、スキームづくり。
・緊急連絡先がなくても入居時に制限がかからない、安価な住居を自ら提供する社会福祉法人等を開拓。

〇 居住支援関係機関（宅地建物取引業者、家主、居住支援法人、居住支援協議会等）等との連携体制を確保する。

安
定
し
た
地
域
生
活

○ 不動産業者等に同行し、物
件や家賃債務保証業者探し、
賃貸借契約などの支援を行う
とともに円滑な入居を支援。

○ 病院のMSW等と連携し、

退院・退所後に居住支援を必

要とする者を把握した上で、

自立相談支援事業における継

続的な支援を行う。
→ 適切な住居の確保のための専門

的視点を有した上で、宅地建物取
引業者、家主、住宅セーフティ
ネット法に基づく居住支援法人な
どと連携した支援が必要。

社会福祉協議
会

社会福祉法人

一時的居住の確保 入居に当たっての支援 居住を安定して継続するための支援
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○ 平成３０年度の任意事業の実施自治体数は、前年度の実施自治体数と比較して、全事業において増加している。

（自治体別の状況は別添のとおり）

49

（n=902）

就労準備支援事業

家計相談支援事業

一時生活支援事業

子どもの学習支援事業

（出展）平成27年度、平成28年度、平成29年度の実績は生活困窮者自立支援室調べ。

（自治体
数）

（自治体
数）

（自治体
数）

（自治体
数）

任意事業の実施状況



３．住居確保給付金
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目的

住居確保給付金について

○ 有期の代理納付という仕組みの中で生活保護に至らないためのセーフティネットとして、効果を発揮。

○ 自立相談支援事業や就労準備支援事業との組み合わせにより更なる効果を目指す。

期待される効果

住居確保給付金の概要

○ 離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、所要の求職活動等を条件に
住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。
※ 緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分）事業として平成21年10月から行われていた住宅支

援給付事業（平成26年度末までの事業）を制度化。

➢ 支給対象者
○ 申請日において６５歳未満であって、離職等後２年以内の者
○ 離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
○ ハローワークに求職の申し込みをしていること
○ 国の雇用施策による給付等を受けていないこと

➢ 支給要件
①収入要件：申請月の世帯収入合計額が、基準額（市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12）＋家賃額

以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。
(東京都１級地の場合) 単身世帯：13.8万円、２人世帯：19.4万円、3人世帯：24.1万円

②資産要件：申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×６（ただし100万円を超えない額）以下であること。
(東京都１級地の場合) 単身世帯：50.4万円、２人世帯：78万円、3人世帯：100万円

③求職活動等要件：ハローワークでの月２回以上の職業相談、自立相談支援機関での月４回以上の面接支援 等

➢ 支給額
賃貸住宅の家賃額（上限額は住宅扶助特別基準額）(東京都１級地の場合 単身世帯：53,700円、２人世帯：64,000円）

➢ 支給期間 原則３か月間（求職活動等を誠実に行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで））

住居確保給付金（必須事業）
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（件）

19,741 

37,151 

24,161 

19,382 

10,817 
8,758 6,613 

5,095 4,109 

1,546 

15,525 13,176 

11,344 

8,157 
5,824 4,646 3,385 2,587 

24831.09

49042.83
45328.15

42501.4
38786.45

35942.92
33695.1

31518.25

29937.51

7.8%

41.8%

54.5%

58.5%

75.4%

66.5%

70.3%
66.4%

63.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%
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60.0%

70.0%

80.0%

0
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15,000
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40,000

45,000

50,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

常用就職者数
（単位：人）

新規支給決定件数
（単位：件）

ハローワークに求職した離職者数
（単位：百人）

※出典：厚生労働省職業安定業務統計

10月～住宅手当開始

○ 住居確保給付金については、雇用情勢の改善により新規支給決定件数は減少傾向にあるが、高い常用就
職（※）率を示しており、離職者対策としての効果が確認できる。

（※）雇用契約によって、期間の定めがない又は6ヶ月以上の雇用期間が定められているもの）

常用就職率

住居確保給付金の実施状況

支給要件緩和 住宅支援給付金開始
（制度改正：求職活動要件の厳格化など）

住居確保給付金開始

※H27年度分は、住居確保給付金と住宅支援給付金（H27.3末までに申請のあったもの）の合計値
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Ⅰ 介護保険を取り巻く状況について

Ⅱ 高齢者の住まいの状況について

Ⅲ 自宅に住み続けるための取組について

Ⅳ サービス付き高齢者向け住宅について

Ⅴ 住宅確保要配慮者のための取組について

Ⅵ 生活困窮者・ホームレス支援について

Ⅶ 高齢者住まいと地域づくり等との連携について

Ⅷ 福祉部局と住宅部局との連携について
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住み慣れた環境で必要なサービスを
受けながら暮らし続ける

高齢者向け住まい

日常生活や介護に不安を抱く「高齢単身・夫婦のみ世帯」が、住み慣れた地域で安心して暮らすこと
を可能とするよう、「サービス付き高齢者向け住宅」「有料老人ホーム」などの高齢者向け住まい
に、24時間対応の「定期巡回・随時対応サービス」などの介護サービスや、診療所などの医療機関や
訪問診療などの医療を組み合わせた仕組みの普及を図る。

周辺住民へのサービス提供
地域との交流、地域貢献

・訪問系事業所（訪問介護、訪問看護、定期巡回・随時対応サービス）

・デイサービスセンター
・小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
・病院、診療所

地域における高齢者向け住まいの役割
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≪建替後≫
ＵＲ賃貸住宅：入居済

1,212戸

≪未着手≫
既存ＵＲ賃貸住宅

300戸

≪未着手≫
既存ＵＲ賃貸住宅

1,240戸

≪未着手≫
既存ＵＲ
賃貸住宅
440戸

公園
約1.0ha

≪着手済≫
既存ＵＲ
賃貸住宅
230戸

≪着手済≫
既存ＵＲ
賃貸住宅
210戸

≪着手済≫

≪着手済≫

○24時間対応ｻｰﾋﾞｽ提供拠点
○ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅

H26.5開設

○柏地域医療連携センター
H26.4開設

特別養護老人ﾎｰﾑ、認知症高
齢者GH (H23.10開設)

植物栽培ユニット
（生きがい就労の取組）

民間分譲マンション
H24.3～入居

民間分譲マンション等

UR賃貸住宅 220戸

認定こども園
（既存増築）
H26.4開設

商業施設

○地区面積 約32.3ha
○戸数 ①従前戸数 4,666戸

②建替後戸数 約2,100戸：予定

薬局

自立棟

介護棟

居宅介護

小規模多機能

２４Ｈ訪問看護

24Ｈ訪問介護

子育て
支援施設

主治医
診療所

在宅療養
支援診療
所

地域包括
支援ｾﾝﾀｰ

地域交流
スペース

N

柏駅

○UR団地の建替えにより生み出された用地を活用して、福祉拠点化を図った例。サービス付き高齢者
向け住宅と地域の医療・介護拠点を整備し、２４時間対応の地域包括ケアシステムを構築。

○サ高住や団地内の住民だけでなく、周辺住民も利用できる地域のサービス拠点として整備。

サービス付き高齢者向け住宅と医療・福祉サービス拠点の整備

名 称：ココファン柏豊四季台
（サービス付き高齢者向け住宅）

戸 数：105戸（自立型33戸・介護型72戸）

開 設：平成２６年５月

併設施設：グループホーム、小規模多機能居宅介護施設、
24Ｈ定期巡回訪問介護・看護、在宅療養支援診
療所、診療所、薬局、地域包括支援ｾﾝﾀｰ、地域
交流スペース、子育て支援施設

事 業 者 ：学研ココファン

UR豊四季台団地における取組

拠点型サ高住の例（ココファン豊四季台）（千葉県柏市）
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○ ＵＲ賃貸住宅の空き住戸を住戸単位でサブリースし、サービス付高齢者向け住宅を供給。

○43㎡程度の既存の住戸の段差解消工事等を行うとともに、単身の高齢者でもゆったりと住みやすい１DKや１
LDKの間取りに変更。同一住棟に併設施設はなく、敷地内の隣接した住棟に生活相談と安否確認サービスの
拠点を設置。

○URと賃貸借契約を締結した民間の事業者が自ら安否確認等のサービスを提供し、登録事業を実施。

■ 従前用途
共同住宅
（121戸）

■ 竣工年
S47年

改修前

都内でも最大規模のUR団地であ
る高島平団地の2-26-2号棟。

11階建てのSRC造で、間取りは
２DKが中心。

平成22年～23年度にかけて耐震
改修工事を実施し、その際の補
充停止により増加した空き家を
サービス付き高齢者向け住宅に
改修する工事を実施。

■ 物件名
ゆいま～る高島平

■ 所在地
東京都板橋区高島平

■ 建物所有者
独立行政法人都市再生機構

■ 登録事業者
(株)コミュニティネット

■ サービス提供者
(株)コミュニティネット

■ 戸数
計 121戸

一般賃貸住宅 91戸
サービス付き高齢者向け住宅 30戸

■ 改修竣工年
H26年

■ 改修工事費
約１３８百万円

■ 月額利用料
・家賃･･････約93,600～98,100円
・共益費････約2,700円
・サービス費･･･約36,000円（１人）

配置図・平面図

外観写真

ゆいま～る高島平（東京都板橋区）
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まちなか

ごちゃまぜ

○○センター

支援活動の拠点（特養、サ付き住宅等）

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅（シェアハウス）

生活相談
見守り
生活支援
医療・介護

低額所得者 被災者

高齢者

障害者

子どもを養育している者

家主

低額
所得

高齢
者

障害
者

＜専用の登録住宅改修補助＞
・1/3補助
・上限100万円×室数

※改修後、専用住宅として、
10年間以上使用が条件

＜補助対象＞
・調査・設計
・バリアフリー化工事
・耐震化工事
・用途変更に伴う工事

（スプリンクラー工事を含む）

高齢者の住まいを拠点としたセーフティネット住宅を活用したまちづくりのイメージ
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高齢者等の住み替え
支援事業のスキーム

借上げ主体
（一般社団法人等）

子育て世帯等へ

○ 高齢期に適した住宅への住み替え
○ Ｕターン等による地方への住み替え

高齢者世帯等

借上げ
●継続して借上げ
●空き家となった場合も賃料支払い

賃料

準備金
（賃料差額の一部を留保して、

空き家リスクに備える）

転貸
●3年間の定期借家契約

（再契約可能）

高齢者等の所有する戸建て住宅等を広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸すること
を円滑化する制度により、子育て世帯等に広い住生活空間を提供するとともに、高齢者の高
齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進。

賃料

※ 異常に空き家が生じた場合、高齢者世帯への家賃
支払いリスクに対する保証

基金※

国

（家を貸す高齢者世帯のメリット）

 借上げ主体がマイホームを借上げるた
め、安定した家賃収入が得られる （マ
イホームがもう一つの年金に）

 転貸が３年間の定期借家であるため、マ
イホームに戻ることも可能

地方公共団体

連携

制度の紹介、相談窓口の設置等

【地方公共団体等と移住・住みかえ支援機構との連携について】
・全国276の地方公共団体において、「マイホーム借上げ制度」の紹介や相談窓口の設置など、宅建事業者や地域住民等と機構との橋渡しを行っ
ている。 （平成29年4月1日時点）。
・住宅金融支援機構は借上げ主体に対し、子育て世帯への転貸に係る賃料を担保に、 耐震改修融資を実施。

一般社団法人移住・住みかえ支援機構の事業開始（平成１
８年１０月）からの制度活用実績は、情報会員登録8,060
件、制度利用申し込み1,169件、入居者決定901件（平成
29年4月末現在）

（家を借りる子育て世帯等のメリット）

 子育て期に適した広い家を借りられる

融資返済

住宅金融支援機構

耐震改修

高齢者等の住み替え支援
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移住・住み替え支援機構の「マイホーム借り上げ制度」
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Ⅰ 介護保険を取り巻く状況について

Ⅱ 高齢者の住まいの状況について

Ⅲ 自宅に住み続けるための取組について

Ⅳ サービス付き高齢者向け住宅について

Ⅴ 住宅確保要配慮者のための取組について

Ⅵ 生活困窮者・ホームレス支援について

Ⅶ 高齢者住まいと地域づくり等との連携について

Ⅷ 福祉部局と住宅部局との連携について
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○ 各ソフト面の施策の実施促進

○ 新たな住宅セーフティネット制度の普及促進（賃貸住宅の登録促進、代理納付（住宅扶助）の推進の手続等）

○ 福祉・住宅行政の連携の強化

・居住支援協議会の設置促進（住宅サイド、福祉サイド共通のプラットホームづくり）

・居住支援法人の指定促進（特に福祉サイドでの社会福祉法人、社会福祉協議会、ＮＰＯ等への働きかけ）

今後の取り組み

福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会

○生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の

安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉行政と住宅行政のより一層の緊密な連携を図るた

め、厚生労働省と国土交通省の関係部局長等による情報共有や協議を行うための標記連絡協議会を設置。

○第１回連絡協議会（平成28年12月22日）

・塩崎厚生労働大臣、末松国土交通副大臣より冒頭
挨拶

・施策の現状・課題等について両省より報告 等

○第２回連絡協議会（平成29年2月27日）

○第3回連絡協議会（平成29年6月29日）

○第4回連絡協議会（平成29年11月8日）

○第5回連絡協議会（平成30年9月25日）

開催状況

厚生労働省 社会・援護局長、社会・援護局審議官（福祉連携、社会、障害保健福
祉、児童福祉担当）

社会・援護局 保護課長、地域福祉課長、地域福祉課 生活困窮者自
立支援室長

障害保健福祉部長、障害保健福祉部 障害福祉課長
老健局長、老健局 高齢者支援課長
子ども家庭局長、子ども家庭局 家庭福祉課長、家庭福祉課 母子家
庭等自立支援室長

国土交通省 住宅局長、住宅局審議官
住宅局 住宅政策課長、住宅総合整備課長、住宅総合整備課 賃貸住

宅対策室長、安心居住推進課長
土地・建設産業局長、土地・建設産業局 不動産業課長

構成員
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地方ブロックにおける福祉・住宅行政の連携
生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保
や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、厚生局と地方整備局が連携して、情
報交換やヒアリング等を行うことにより地方公共団体等への支援に取り組む。

＜相談会の様子＞

■市区町村居住支援協議会に係る情報交換会
地域の実情を踏まえた、よりきめ細やかな居住支援を実施

するため、居住支援協議会について、体制構築や運営にあ
たってのハードルを洗い出し、先進事例・関連事例の紹介・
意見交換等を通じて、市区町村単位の設立促進等を図る。

＜実績＞

○東北地方整備局、東北厚生局
・第１回：平成３１年１月２８日

○関東地方整備局、関東信越厚生局
・第１回：平成２９年６月２６日
・第２回：平成２９年１０月１８日
・第３回：平成３０年２月５日

○中部、北陸地方整備局、東海北陸厚生局
・第１回：平成２９年９月１５日
・第２回：平成２９年１１月１０日
・第３回：平成３０年４月２７日
・第４回：平成３０年１１月１日

○近畿地方整備局、近畿厚生局
・第１回：平成２９年９月１日
・第２回：平成２９年１１月２０日
・第３回：平成３０年３月９日

○中国地方整備局、中国四国厚生局
・第１回：平成３０年１０月２３日

○九州地方整備局、九州厚生局、沖縄総合事務局
・第１回：平成３１年１月２１日

＜情報交換会の様子＞

■市区町村への個別訪問等

■その他、両地方局開催会議の相互参加 等
＜平成29年度以降の実績＞
Ｈ２９．４ 第5回大規模集合住宅勉強会（厚生局主催：関東）

Ｈ２９．７ 厚生局課長会議（厚生局主催：関東）

Ｈ２９．７ 地域包括ケアに関する市町村向けセミナー（厚生局主催：九州）

Ｈ２９．７ 大規模集合住宅勉強会 団地視察（厚生局主催：関東）

Ｈ３０．２ 四国すまいづくり推進会議（整備局主催：四国）※四国厚生局より情報提供

Ｈ３０．４ 近畿地域包括ケア連絡会議（厚生局主催：近畿）

Ｈ３０．６ 地域包括ケアに関する市町村向けセミナー（厚生局主催：九州）

Ｈ３０．７ 地域包括ケアに関する市町村向けセミナー（厚生局主催：九州）

Ｈ３０．１２ さいたま新都心意見交換会 （厚生局主催：関東）

※上記のほか、住宅・福祉双方に係る議題について、随時、相互参加する等により連携を実施

地方整備局と厚生局が連携して、希望する市区町村に直接
伺って地域のすまいづくりの課題についての意見交換・情報交
換や、居住支援協議会等へのヒアリングを実施。

＜実績＞

・関東地方整備局、関東信越厚生局
７市、１村、５区に実施
※これ以外にも市区町村すまいづくり相談会において３市・１区と意見交換・情報交換

等を実施したほか、随時ヒアリングを実施。

・北陸地方整備局、中部地方整備局、東海北陸厚生局
のべ７市に実施

・中国地方整備局、中国四国厚生局
３市に実施

・九州地方整備局、九州厚生局
第１回政策クラフトルームにおいて４市・１町と意見交換

62



参考資料
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①サービス付き

高齢者向け住宅
②有料老人ホーム ③養護老人ホーム ④軽費老人ホーム

⑤認知症高齢者

グループホーム

根拠法 高齢者住まい法第５条 老人福祉法第29条 老人福祉法第20条の4
社会福祉法第65条

老人福祉法第20条の6

老人福祉法第5条の2

第６項

基本的性格 高齢者のための住居 高齢者のための住居
環境的、経済的に困窮した
高齢者の入所施設

低所得高齢者のための住居
認知症高齢者のための共同
生活住居

定義

高齢者向けの賃貸住宅又有
料老人ホーム、高齢者を入
居させ、状況把握サービス、
生活相談サービス等の福祉
サービスを提供する住宅

老人を入居させ、入浴、排
せつ若しくは食事の介護、
食事の提供、洗濯、掃除等
の家事、健康管理をする事
業を行う施設

入所者を養護し、その者が
自立した生活を営み、社会
的活動に参加するために必
要な指導及び訓練その他の
援助を行うことを目的とす
る施設

無料又は低額な料金で、老
人を入所させ、食事の提供
その他日常生活上必要な便
宜を供与することを目的と
する施設

入居者について、その共同
生活を営むべき住居におい
て、入浴、排せつ、食事等
の介護その他の日常生活上
の世話及び機能訓練を行う
もの

介護保険法上

の類型

なし

※外部サービスを活用
特定施設入居者生活介護

認知症対応型

共同生活介護

主な設置主体
限定なし

（営利法人中心）

限定なし

（営利法人中心）

地方公共団体

社会福祉法人

地方公共団体

社会福祉法人

知事許可を受けた法人

限定なし

（営利法人中心）

対象者

次のいずれかに該当する単
身・夫婦世帯

・60歳以上の者

・要介護/要支援認定を受け
ている60歳未満の者

老人

※老人福祉法上、老人に関
する定義がないため、解
釈においては社会通念に
よる

65歳以上の者であって、環
境上及び経済的理由により
居宅において養護を受ける
ことが困難な者

身体機能の低下等により自
立した生活を営むことにつ
いて不安であると認められ
る者であって、家族による
援助を受けることが困難な
60歳以上の者

要介護者/要支援者であっ
て認知症である者（その者
の認知症の原因となる疾患
が急性の状態にある者を除
く。）

１人当たり面積 25㎡ など 13㎡（参考値） 10.65㎡
21.6㎡（単身）

31.9㎡（夫婦） など
7.43㎡

件数※1

7,003棟 (H30.4末) 13,354件(H30.6末) 959件(H29.10) 2,302件(H29.10) 13,400件(H29.10)

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設： 5,341件(H29.10) ※2

定員数※1

230,311戸 (H30.4末) 514,017人(H30.6末) 64,084人(H29.10) 94,474人(H29.10) 199,400人(H29.10)

特定施設入居者生活介護の受給者数： 203,200人(H29.10) ※2

補助制度等 整備費への助成 なし 定員29人以下：整備費等への助成

※1：①→サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム調べ（「定員数」の値については登録戸数）、② →厚生労働省老健局調べ、③・④ → 社会福祉施設等調査（平成２９年）、
⑤→介護給付費等実態調査（平成２９年１０月審査分（短期利用を除く）、「定員数」の値については受給者数）

※2：→介護給付費等実態調査（平成２９年１０月審査分（地域密着型を含む、短期利用を除く））

高齢者向け住まいの概要
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介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

基本的性格
要介護高齢者のための生活施
設

※27年度より新規入所者は原則要介護３以上

要介護高齢者にリハビリ等を
提供し在宅復帰を目指す施設

医療の必要な要介護高齢者の
ための長期療養施設

定義

老人福祉法第20条の5に規定する特
別養護老人ホームであって、当該特
別養護老人ホームに入所する要介護
者に対し、施設サービス計画に基づ
いて、入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話、機能訓
練、健康管理及び療養上の世話を行
うことを目的とする施設

要介護者に対し、施設サービス
計画に基づいて、看護、医学的
管理の下における介護及び機能
訓練その他必要な医療並びに日
常生活上の世話を行うことを目
的とする施設

療養病床等を有する病院又は診
療所であって、当該療養病床等
に入院する要介護者に対し、施
設サービス計画に基づいて、療
養上の管理、看護、医学的管理
の下における介護その他の世話
及び機能訓練その他必要な医療
を行うことを目的とする施設

主な設置主体※１ 社会福祉法人
（約９４％）

医療法人
（約７４％）

医療法人
（約８３％）

施設数（H29.5）※２ 9,825件 4,265件 1,183 件

利用者数（H29.5）※２ 577,400 人 360,600 人 53,200 人

居室面積

・定員数

従来

型

面積／人 10.65㎡以上 8㎡以上 6.4㎡以上

定員数 原則個室 ４人以下 ４人以下

ユニッ
ト型

面積／人 10.65㎡以上

定員数 原則個室

「多床室」の割合※３ ６１．８％

※平成27年8月より室料自己負担。
８４．１％ ９５．０％

平均在所（院）日数※４ 1,405日 311日 483日

低所得者（所得第３段階以下）の割合※４ ８０．９％ ６０．４％ ５７．２％

医師の配置基準 必要数（非常勤可） 常勤１以上 / 100:1以上 ３以上 / 48:1以上

医療法上の位置づけ 居宅等 医療提供施設 病床

※１の割合は介護サービス施設・事業所調査（平成27年）、※２は介護給付費等実態調査（平成29年５月審査分。地域密着型を含む）、※３は介護給付費等実態調査（平成２５年度）
（老健局高齢者支援課による特別集計）、※４は介護サービス施設・事業所調査（平成2５年）より。

介護保険３施設の比較
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（単位：人・床）
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介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設 認知症高齢者グループホーム

養護老人ホーム 軽費老人ホーム

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」及び「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～】」による。
※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。
※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除く）
※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（10/1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~H29は基本票の数値。
（利用者数ではなく定員数）
※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果による。（利用者数ではなく定員数）
※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（9/30時点）」による。（利用者数ではなく登録戸数）

認知症
GH

有料老人
ホーム

特養

サ高住

老健

軽費

介護療養

養護

高齢者向け住まい・施設の定員数
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（単位：件）

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」及び「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～】」によ
る。
※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護福祉施設サービスの請求事業所を合算したもの。
※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除く）
※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（10/1時点）」による。ただし、ただし、H21~H23は調査対象施設の数、H24~H29は基本票に基づく数。
※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果による。
※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（9/30時点）」による。
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